
　「農地を貸したいが、相手が見つからない」「経営規模を拡大した
いが、借りられる農地を探すのが大変」などの地域が抱える人と農
地の問題を解決するため、農地中間管理機構が間に立ち、農地の集積・
集約化を行う事業です。
　農地の貸借を希望の方は、産業経済課までご応募ください。

　『高額医療・高額介護合算療養費制度』とは、医療保険
と介護保険の両方を利用している世帯の費用負担を軽減
するための制度です。
　同一世帯内で加入している医療保険（国民健康保険・
後期高齢者医療制度・職場の健康保険など）ごとに、毎
年8月から翌年7月までの1年間に支払った医療費と介護
サービス費の自己負担額の合計（※1）が一定の額（自
己負担限度額※2）を越えた場合、申請によりその超え
た分の金額が支給されます。

●�多古町国民健康保険および　　　　　
後期高齢者医療制度の加入者
　1月中旬から2月中旬を目途に、支給対象となる
世帯（平成28年8月1日から平成29年7月31日ま
での間で加入する医療保険に変更があった世帯を除
く）に対して申請関係書類を郵送します。
　定められた期間内に、住民課国保年金係へ申請し
てください。
お問合せ●住民課国保年金係☎76-5405

●�その他の医療保険（職場の健康保険など）
の加入者
　事前に保健福祉課介護保険係（保健福祉センター
内☎76-3185）にて介護保険分の「自己負担額証
明書」の交付を受け、これを添付して、加入してい
る医療保険の窓口へ申請してください。
お問合せ●加入している医療保険の窓口

申請の方法・お問合せ

（※１）�「高額療養費」および「高額介護サービス費」として支給される分は差
し引きます。

（※２）��自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得などによって異なります。
詳細は、住民課国保年金係までお問い合わせください。

募集しています！
農地を貸したい方・借りたい方へ

『農地中間管理事業』
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あなたの人権は守られていますか。他人の人権を侵していませんか。

12月4日～10日は
『人権週間』

　昭和23年12月10日に国際連合総会で世界人権宣言が採択されたこ

とを記念して、毎年12月10日を最終日とする一週間を『人権週間』と

定めています。

　相手の気持ちを考えることや思いやることの大切さを私たち一人ひ

とりが考え、お互いを尊重し合う平和で豊かな社会を作りましょう。

　皆さんが、これは人権問題ではない

だろうかと感じたり、困り事や心配事、

子どものいじめ問題等で悩み事などが

ありましたら、下記の電話相談や法務

局等へ遠慮なくご相談ください。

　相談は無料で、秘密は固く守られます。

　町では毎月1回、生活や人権に関する苦情・
相談をお受けする「住民相談」を行っていま
す。相談は無料で、秘密は固く守られます。
お気軽にご相談ください。

お問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

わたしたちが町の相談員です

■行政相談委員

　平野　　一（宮　本）　菅澤　梨枝（高津原）

■人権擁護委員

　小川　成義（桧　木）　宇井　葉子（方　田）

　市原　　實（高野前）　前橋　辰雄（高　根）

　飯田　佳子（南並木）　　　　　　【敬称略】

全国共通人権相談ダイヤル	 ☎0570-003-110

女性の人権ホットライン	 ☎0570-070-810

子どもの人権110番	 ☎0120-007-110

千葉地方法務局匝瑳支局	 ☎72-0334
　（匝瑳市八日市場ハ678-3）

農地を借りたい方
　機構から農地を借りたい場合は、申し込みをする必
要があります。詳しくはお問い合わせください。
●注意事項
　①�申込書の提出後に利用計画等について聞き取りを
行う場合があります。

　②�千葉県園芸協会のホームページで申込者の氏名・
借受希望農地の面積・区域区分・栽培予定の作物、
希望する条件が公表されます。

お問合せ●産業経済課農村整備係（受付窓口）
　　　　　☎ 76-5404
　　　　　農地中間管理機構
　　　　　（公益社団法人  千葉県園芸協会）
　　　　　☎ 043-223-3011

農地を貸したい方
　機構を通じて農地を貸し出す場合は下記の条件を満
たす必要があります。応募に必要なものなど詳しくは
お問い合わせください。
●条　　件
　①農業振興地域の農用地であること
　②遊休農地の場合は再生が可能であること
　③�安定した農地の貸付に支障をきたすような仮登記
や抵当権の設定等がないこと

●注意事項
　機構との契約は、借り手が見つかってから行います。
申込書を提出した後も、借り手が見つかるまでの間は
農地の管理をお願いします。
　また、農地が共有名義の場合は、共有者の同意が必
要な場合もあります。

ご存じ
ですか？

高額医療・高額介護
合算療養費制度
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